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川崎市区民会議条例                  

平成18年3月23日 

 条例第11号 

 

（目的及び設置） 

第１条 区民（川崎市自治基本条例（平成１６年川崎市条例第６０号）第２２条第１項に規

定する区民をいう。以下同じ。）の参加及び協働による区における地域社会の課題の解決

を図るための調査審議を行い、もって暮らしやすい地域社会の形成に資するため、各区に

区民により構成される区民会議を設置する。 

 

（名称） 

第２条 区民会議の名称は、その置かれた区の名称を冠するものとする。 

 

（所掌事務） 

第３条 区民会議の所掌事務は、次のとおりとする。 

(１) 区における地域社会の課題を把握し、その解決を図るための方針及び方策について調

査審議を行うこと。 

(２) 前号に掲げるもののほか、第１条の目的を達成するために必要な事項について調査審

議を行うこと。 

 

（組織等） 

第４条 区民会議は、委員２０人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 

(１) 区の区域内において規則で定める分野における活動を行う団体から推薦された者 

(２) 区民会議の委員に応募した者 

(３) その他区民会議の目的を達成するために区長が必要と認めた者 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

４ 委員は、再任されることができる。 

 

（委員長及び副委員長） 

第５条 区民会議に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。 

２ 委員長は、会務を総理し、区民会議を代表する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

 

（会議） 

第６条 区民会議は委員長が招集し、委員長はその会議の議長となる。 

２ 区民会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 
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（専門部会） 

第７条 区民会議は、必要に応じ専門部会を置くことができる。 

 

（関係者の出席） 

第８条 区民会議は、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、そ

の説明又は意見を聴くことができる。 

 

（区民会議参与） 

第９条 川崎市の議会の議員及び神奈川県の議会の議員は、その議員の選挙区とされる区の

区民会議の会議に出席することができる。 

２ 前項の規定により会議に出席した議員は、区民会議参与として必要な助言をすることが

できる。 

 

（区長等の役割） 

第１０条 区長は、区民会議の調査審議の結果を尊重し、区民との協働の推進、関係機関と

の連携その他必要な取組により、区における暮らしやすい地域社会の形成に努めるものと

する。 

２ 市長その他の執行機関は、区民会議の調査審議の結果を尊重し、前項に規定する区長の

役割が的確に果たされるための必要な措置を講ずるよう努めるとともに、当該結果を市政

に反映するよう努めるものとする。 

 

（庶務） 

第１１条 区民会議の庶務は、各区役所において処理する。 

 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、区民会議の組織に関し必要な事項は規則で定め、

区民会議の運営に関し必要な事項は委員長が区民会議に諮って定める。 

 

 

附 則 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 


